
 

 

浜松市（以下「市」という。）は、（仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業（以下

「本事業」という。）について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律」（平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。）に準じて実施することを予

定している。 

この実施方針は、特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者（以下「事業者」

という。）の選定を行うに当たり、本事業の実施に関する方針とし定めるものである。 
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この実施方針で用いる用語を次のように定義する。 

 

市 ： 浜松市 

本事業 ： （仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業 

本施設 ： ビーチコート（東コート、西コート 1、2）、管理棟、多目的広場

（イベント広場、アーバンスポーツエリア）、駐車場（管理用、

第1駐車場、第2駐車場、アーチェリー場利用者用）、現存のアー

チェリー場 

既存施設 ： 現存のビーチコート（管理棟、更衣室含む）及び高置水槽塔、 

並びに閉鎖中の水泳場、児童プール及びアーチェリー場 

DBO 方式 ： 施設の設計（Design）、建設（Build）及び維持管理・運営

（Operate）を民間事業者に一括して発注する方式 

事業者 ： 落札者を構成する各企業及び SPC（Special Purpose Company） 

SPC ： 落札者を構成する各企業が自ら株主として出資し設立する本施設

の維持管理・運営業務を目的とする特別目的会社 

入札説明書等 ： 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書

（案）、基本契約書（案）、建設工事（設計・施工一括）請負契約

書（案）及び維持管理・運営業務委託契約書（案）、モニタリン

グ基本計画（案）等の事業者募集にかかる資料 

入札参加者 ： 本事業の入札に参加する企業又は企業グループ 

構成員 ： 入札参加者を構成する企業のうち、SPC への出資を行う企業 

協力企業 ： 入札参加者を構成する企業のうち、SPC への出資を行わない企業 

代表企業 ： 入札参加者を代表して入札手続を行い、市との窓口となる企業

で、かつ SPC の唯一最大の出資者 

統括管理企業 ： 本事業において統括管理業務を行う企業（1社又は複数社） 

設計企業 ： 本事業において設計業務を行う企業（１社又は複数社） 

建設企業 ： 本事業において施工業務を行う企業（１社又は複数社） 

工事監理企業 ： 本事業において工事監理業務を行う企業（１社又は複数社） 

建設事業者 ： 市と建設工事（設計・施工一括）請負契約を締結する者 

維持管理企業 ： 本事業において維持管理業務を行う企業（１社又は複数社） 

運営企業 ： 本事業において運営業務を行う企業（１社又は複数社） 

その他企業 ： 設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業及び運営企業

以外で、本事業に関連する業務を行う企業（１社又は複数社） 

運営事業者 ： 市と維持管理・運営業務委託契約を締結する者（SPC） 

基本協定 ： 落札者決定後、特定事業契約締結に向けて、市と落札者を構成す

る各企業が締結する協定 

基本契約 ： 本事業の統括管理業務、設計業務、施工業務、工事監理業務、開

業準備業務、維持管理業務、運営業務及びその他業務を事業者に

一括で発注するために、市と事業者で締結する契約 

建設工事（設

計 ・ 施 工 一

括）請負契約 

： 本事業の設計業務、施工業務及び工事監理業務の実施のために、

基本契約に基づき、市と建設事業者が締結する契約 

維持管理・運

営業務委託契

約 

： 本事業の統括管理業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務

及びその他業務の実施のために、基本契約に基づき、市と SPC が

締結する契約 

特定事業契約 ： 基本契約、建設工事（設計・施工一括）請負契約及び維持管理・

運営業務委託契約の 3つの契約をまとめた総称 



 

 

モニタリング ： 事業者が実施する統括管理業務、設計業務、施工業務、工事監理

業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及びその他業務の

実施状況についての市の監視及び履行確認 
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第１ 特定事業の選定に関する事項 

 

 １ 事業内容に関する事項 

（１）事業名称 

（仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業 

 

（２）公共施設等の管理者等 

浜松市長 中野 祐介 

 

（３）事業目的 

遠州灘海浜公園は、海岸線に広がる大規模な広域公園である。海岸沿いの松林や

中田島砂丘などの自然環境に親しむ散策道や、スポーツ施設やレクリエーション活

動の拠点として市内外からの来訪者に活用されている。 

市では、「ビーチ・マリンスポーツの聖地」を目指しており、平成 30 年度に策定

した「ビーチ・マリンスポーツ事業化計画」において、遠州灘海浜公園江之島地区

を「大会誘致ゾーン」に位置付け、国際・全国レベルの大会を開催できるビーチコ

ートの整備を進めている。 

また、江之島ビーチコート周辺には、多くの観光資源（中田島砂丘、防潮堤、水

門等）が点在していることから、地域に新たなにぎわいや交流を創出するべく、こ

れら観光資源との連携も進めている。 

以上の経緯を踏まえ、本事業では官民連携手法を導入することで、ビーチコート

を新たに整備するとともに、遠州灘海浜公園（江之島地区）の運営も一体的に行い、

民間の持つ多様なノウハウや技術を活用し、良質かつ低廉な公共サービスの提供と

民間の事業機会の創出を図ることを目的として行うものである。 

 

（４）施設理念 

新たに整備する（仮称）江之島ビーチコートについて、「遠州灘海浜公園江之島

地区整備 基本計画」及び「遠州灘海浜公園江之島地区整備 基本設計」で示した

施設理念は、次のとおりである。ただし、下記（５）に示すとおり、基本設計等は

要求水準書（案）を補完するものであり、必ずしも要求水準として扱うものではな

いことに留意すること。 

   【参考】 

■施設理念 

 新たなスポーツ文化の創出 

ビーチスポーツの拠点となる施設の整備によって、競技のすそ野拡大、観戦

環境整備、スポーツ人材の育成等を図る。それによって、「する」「みる」「さ

さえる」の好循環を生み出し、江之島地区から新たなスポーツ文化を醸成、
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発信していく施設を目指す。 

 市民の豊かな暮らしへの貢献 

大会やイベントを開催しない日には、障害を持つ人や高齢者、子育て世代な

ど、幅広い市民が健康づくりやレジャー、リフレッシュなど、それぞれの目

的やニーズに応じて本施設を利用し、日常生活を豊かにすることができる施

設を目指す。 

 地域への波及効果の創出 

大会やイベント開催を通じて、地域に新たなにぎわいを創出するとともに、

スポーツツーリズムの振興や来場者の地域での消費拡大など、地域への経済

効果を生み出す地域活性化のエンジンとして機能する施設の計画を目指す。 
 

 

（５）基本設計の位置付け 

ア 基本設計の位置付け 

市は、基本設計作成以降も、市内スポーツ関連団体等へのヒアリングを通じて、

暑さ対策や具体的な利用方法等の検討を行っている。また、昨今の人件費や資材

の高騰等を踏まえ、施設計画や運営面においても、事業の目的等を継承しつつ、

変更すべき内容や解決すべき課題、検討余地があると認識している。 

これらを踏まえて、本事業において、【参考資料 7 基本設計図書】及び【参考

資料 8 基本設計補足資料】（以下、「基本設計図書等」という。）は、要求水準書

（案）を補完する位置付けとし、必ずしも要求水準として扱うものではない。た

だし、要求水準書（案）に記載のない事項については、基本設計図書等を参考と

し、提案、見積りを行うこと。 

また、基本設計図書等の扱いにおいては、下記の事項も踏まえること。 

・要求水準書（案）と基本設計図書等の記載事項に食い違い等が生じた場合は、

要求水準書（案）記載事項を優先とする。 

・基本設計図書等の平面、立面、配置、階高の変更は妨げない。 

・基本設計図書等でのインフラ、設備形式の変更は妨げない。ただし、設計条

件は、要求水準書（案）及びその添付資料に記載が無い限り、原則、基本設

計図書等の条件によるものとし、基本設計図書等の品質、性能を確保するこ

と。 

・各提案内容に応じて、利用者の利便性や、管理運営等の効率性と経済合理性

等に配慮した計画とすること。 

・変更に伴う関連法令への適合は、事業者にて確認を行うこと。 

イ 基本設計からの変更事項 

   市では以下の項目について、基本設計内容から見直しを行うことを前提として

いる。なお、変更に伴うその他の整備内容等への影響に関しては、要求水準を踏

まえて事業者にて合理的に判断すること。 
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 （ア）施設計画及び施設規模 

    ・基本設計の諸室計画及び施設規模は、要求水準書（案）別紙１「諸室リス

ト」を参考に見直しを行う。一方、各競技コートや外構計画に関しては、

要求水準を基に基本設計の内容を参考に計画するものとする。 

    ・メインスタンドは整備しないよう見直しを行う。ただし、全国大会開催に

対応するため、東コートと西コート合わせて 1,000 席以上を確保する。ま

た、競技コート周囲には、大会開催時等に仮設観客席が整備できる空間を

確保するものとする。 

・競技用照明設備は西コートのみに整備するものとする。 

    ・西コートを拡張し、ビーチサッカー競技の面数を 2 面多く確保するものと

する。 

 （イ）アーチェリー場利用者用駐車場 

・アーチェリー場利用者用駐車場は既存利用とし、新たに舗装整備等を行わ

ないものとする。 

ウ 基本設計からの改善検討事項 

  市では以下に挙げる項目を、基本設計の課題及び基本設計内容から変更を検討

している一例と判断している。ただし、事業者には以下の項目に留まらず、基本

設計に至るプロセスを重視しつつ、設計、施工、工事監理及び維持管理・運営を

統括的に扱う事業者としての特性を活かし、俯瞰的・全体最適の視点からの検証

を行い、効果的なスポーツ環境の確保、及びにぎわい創出や交流促進を図るとと

もに、健全な管理・運営を実現する優れた計画提案を期待しており、高く評価す

る。 

（ア）日常的な利用や国内大会を想定した施設規模、施設配置計画の適正化 

・国際大会はその規模に応じた仮設対応 

・これまでの施設理念等を継承しつつ、施設や設備の簡略化や、より市民が利

用しやすい施設環境づくり 

・各競技の国内大会や日常利用を想定した環境整備 

・将来的に、メインスタンド等の整備を見据えた施設配置の検討 

（イ）暑さ対策 

・都市公園法に適合する規模の範囲内で、ビーチコート等の一部に屋根を整備

することも可 

・夏季の暑さに対応するための設備等の充実 

（ウ）アーバンスポーツエリア・イベント広場の整備・運用方針 

・アーバンスポーツに限定することなく、施設理念を踏まえた、ビーチスポー

ツとの親和性や集客効果のあるエリア活用や提案施設 

・公園利用者が、気軽に立ち寄ってビーチスポーツを見ることができる空間の
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創出 

 

（６）事業方式 

本事業は、DBO（Design Build Operate）方式により実施する。市と事業者は、別

紙１の通り特定事業契約を締結する。 

 

（７）事業期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ビーチコート、アーチェリー場及び駐車場（第 2 駐車場、アーチェリー場利用者用

駐車場）については、令和 8（2026）年 4 月から令和 25（2043）年 1 月（事業期間

終了日）までとする。 

※ビーチコートについては、現存のビーチコートも活用しながら、設計・建設期間中

も使用できるようにすること。そのため、ビーチコート（西コート）は周辺環境整

備が完了した時点（部分引渡日）から供用開始するため、全面開業日（令和 10

（2028）年 2月）前に維持管理・運営業務を開始するものとする。 

 ※設計・建設期間については、事業者の提案により 1 か月単位で短縮することができ、

令和 10（2028）年 2 月よりも前倒しで全面開業することも可能である。 

※事業者の提案により令和 10（2028）年 2 月よりも前倒しで全面開業した場合でも、

維持管理・運営業務はその時点から最長15年間とし、事業期間終了日もそれに応じ

て変更する。 

※下記２．（２）に示す設置管理許可施設の設置許可の期間は 10 年以内とし、事業終

了までの間にこれを更新するときの期間については、10 年以内かつ事業期間終了日

までとする。 

 

（８）事業期間終了後の措置 

市は、事業期間終了後も本施設を継続して公共の用に供する予定である。事業期

間終了時に、事業者は、市の定める引継ぎ時における施設の要求水準を満足する状

態で本施設を市に引継ぐものとする。 

なお、事業期間終了後の措置については、事業期間終了のおおむね 3 年前より事

業者との協議を開始するものとする。 

ビーチコート

アーチェリー場及び駐車場（第2駐車

場、アーチェリー場利用者用）

管理棟

多目的広場、駐車場（管理用、第1駐

車場）ほか

統括管理業務

設計業務、施工業務、工事監理業務

開業準備業務

維持管理業務

運営業務

区分
令和7年度

（2025年度）

令和8年度

（2026年度）

令和9年度

（2027年度）
･･･

令和24年度

（2042年度）

事

業

者

選

定

期

間

事業開始

［令和8（2026年）3月］

16年11か月

1年11か月

15年

16年10か月

15年

3か月

16年10か月

部分開業

［開始時期：

事業者提案］

全面開業

［令和10（2028年）2月］

事業期間終了

［令和25（2043年）1月］
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（９）事業スケジュール（予定） 

本事業の事業スケジュール（予定）は次のとおりである。 

令和 8（2026）年 1月 特定事業契約の仮契約締結 

令和 8（2026）年 2月 特定事業契約の本契約締結 

令和 8（2026）年 3月から 

令和 10（2028）年 1 月まで 
設計・建設期間（既存施設の解体・撤去含む） 

令和 10（2028）年 2 月 全面開業 

令和 25（2043）年 1 月 事業期間終了 
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２ 事業の対象となる業務範囲及び事業者の収入 

（１）業務範囲 

本事業における業務範囲は、次のとおりである。 

ア 事業者の業務範囲 

（ア）統括管理業務 

・市及び市内スポーツ関連団体等の関係者との調整業務 

・全体マネジメント業務 

・その他これらを実施する上で必要となる業務 

（イ）設計業務 

・事前調査業務 

・基本設計見直し業務 

・実施設計業務 

・実施設計説明書の作成 

・概略工事工程表の作成 

・設計図書に基づく積算業務と見積書の作成 

・各種申請業務 

・市が行う各種申請に係る支援業務 

・施工段階で事業者が行うことに合理性がある業務等（設計意図伝達業務） 

（ウ）施工業務 

・施工業務 

・既存施設の解体・撤去（解体に係る設計を含む） 

・総合図（機器・備品レイアウトを含む）の作成 

・什器の調達及び設置業務 

・施工段階に係る各種申請業務 

・市が行う各種申請に係る支援業務 

（エ）工事監理業務 

・工事監理業務 

・その他これを実施する上で必要となる業務 

（オ）開業準備業務 

・備品等の調達及び設置業務 

・運営準備・予約管理 

・受付、各種案内、見学者等の対応 

・市及び市内スポーツ関連団体等の関係者との連携 

・広報・開業記念行事等の実施業務 

・開業準備期間中の維持管理 

・その他、開業に向けた各種調整・準備 
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（カ）維持管理業務 

・建築物保守管理 

・建築設備保守管理 

・ビーチコート、多目的広場（アーバンスポーツエリア、イベント広場）等の

保守管理 

・外構・植栽等保守管理 

・清掃・環境衛生管理 

・備品等保守管理  

・修繕業務 

・警備業務 

（キ）運営業務 

  ※浜松市都市公園条例第 3 条第 1 項及び第 3 項並びに第 7 条の 2 の許可に関する業

務を含む。 

  ・利用受付業務 

  ・予約管理業務 

・施設料金収入徴収業務 

  ・駐車場管理業務 

・広報・情報発信業務 

・見学者対応及び行政視察対応支援 

・市及び市内スポーツ関連団体等の関係者との連携 

・災害時対応業務 

・ビーチスポーツブランド創出業務 

・施設機能有効活用業務 

・その他関連業務（利用者アンケートの実施、事業者が行うべき近隣対応等） 

（ク）その他関連業務 

  ・本事業の遂行に当たり事業者が必要と判断する各種業務 

イ 市の業務範囲 

・業務モニタリング 

・都市公園法上の公園管理者としての業務 

 ※浜松市都市公園条例において本施設の指定管理者の業務と規定しているものを

除き、都市公園法第 6 条ないし第 8 条に規定される占用の許可に関する事項等

を含む。 

・ビーチ・マリンスポーツにかかる大会等の誘致及び開催・運営支援（市が行

うべきもの） 

・その他これらを実施する上で必要となる業務 

ウ 市内スポーツ関連団体の役割 

市内スポーツ関連団体は市とともに、これまでの競技・施設運営や地域特性等
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を踏まえて、ビーチ・マリンスポーツにかかる大会等の誘致・開催及び運営を行

う予定である。事業者は、本事業を実施するにあたり、協力、調整を行うこと。 

 

（２）事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、次のとおりである。 

ア 設計業務、施工業務及び工事監理業務に係るサービス対価 

市は、当該業務に係るサービス対価について、建設事業者に支払う。支払いは、

基本的に出来高に応じて支払うものとする。 

イ 開業準備業務に係るサービス対価 

市は、当該業務に係るサービス対価について、特定事業契約においてあらかじ

め定める額を SPC に支払う。 

ウ 統括管理業務、維持管理業務及び運営業務（ただし、ビーチスポーツブランド

創出業務及び施設機能有効活用業務を除く）に係るサービス対価 

市は、当該業務に係るサービス対価について、維持管理・運営期間にわたり

SPC に支払う。当該サービス対価は物価の変動等に対応して、毎年見直しを行う

ものとする。なお、見直し方法については、特定事業契約に基づく協議によりあ

らかじめ定める指標に基づき見直しを行うものとする。 

   エ 施設料金 

本施設を利用する者から徴収する施設料金は SPC の収入（利用料金）とし、当

該収入を運営業務に充てること。なお、当該料金の設定は、入札公告時に示す金

額を参考にすること。 

※SPC の収入となる施設料金とは、地方自治法第 244 条の 2 第 8 項及び浜松市都市公

園条例第29条に基づく「利用料金」であり、その設定及び変更については、市の事

前の承諾を得ることとする。 

   オ ビーチスポーツブランド創出業務による収入 

SPC は自己の費用と責任により当該業務（例 スポーツ体験教室、合宿誘致）

を実施すること。なお、当該業務の実施による収入は SPC に帰属する。 

カ 施設機能有効活用業務による収入 

SPC は自己の費用と責任により当該業務（例 自動販売機の設置、諸室でのフ

ィットネス、アーバンスポーツ施設、イベント、飲食・物販）を実施すること。

なお、当該業務の実施による収入は SPC に帰属する。 

なお、本施設の目的及び用途を妨げない範囲において、公共施設としての役割

を充足する機能等を有する施設を都市公園法第 5 条の許可を得て設置し管理する

公園施設（設置管理許可施設）として、地域活性化及び利用者の利便性の向上に

寄与する機能を有する「提案施設」を整備・所有することができる。 
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表  上記エ～カの事業者収入イメージ 

業務 施設 諸室等 実施事業例 
条例による

料金設定 

使用料（占

用料等） 

施設利用料金収入 

施設利用 

料金徴収 

業務 

ビーチコート 

東コート 

西コート 
－ あり なし 

競技用照明設備 － あり なし 

管理棟 
多目的スペース 

（会議室） 
－ あり なし 

アーチェリー場 アーチェリー場 － あり ※ なし 

ビーチスポーツブランド創出業務による収入 

ビーチ 

スポーツ 

ブランド 

創出業務 

ビーチコート 
東コート 

西コート 
スポーツ教室 なし なし 

管理棟 
多目的スペース 

（会議室） 

スポーツ関連の講演・

研修 
なし なし 

その他 － 合宿の誘致 なし なし 

施設機能有効活用業務による収入 

施設機能 

有効活用 

業務 

管理棟 
多目的スペース 

（会議室） 

カルチャー教室、 

フィットネス 
なし なし 

アーチェリー場 アーチェリー場 スポーツ体験教室 なし なし 

多目的広場 多目的広場 
イベントの開催、 

アーバンスポーツ施設 
なし なし 

施設内・敷地内 

施設内・敷地内 
自動販売機の設置、 

飲食・物販スペース 
なし なし 

トレーニングジム フィットネス なし なし 

提案施設（設置管理許

可施設）の整備・所有 

レストラン、カフェ、 

コンビニエンスストア 
なし あり 

※ アーチェリー場の利用料金の金額は、浜松市都市公園条例で定める金額の範囲内とおりとする。 
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３ 遵守すべき法令等 

事業者は、本事業を実施するに当たり、必要とされる法令、条例、規則等を遵守す

ること。また、各種基準・指針等についても、本事業の要求水準に照らし、準拠する

こと。 

 

 

４ 特定事業の選定方法等に関する事項 

（１）選定基準 

市は、本事業を PFI 法に準じて実施することにより、市自らが実施するときと比

較して、事業期間を通じた市の財政負担の縮減を期待できる場合、又は市の財政負

担が同一の水準にあるときには、公共サービスの水準の向上を期待できる場合に、

本事業を特定事業として選定する。 

 

（２）選定方法 

次の手順により客観的評価を行う。 

ア コスト算出による定量的評価 

イ PFI 事業等として実施することの定性的評価 

ウ 事業者に移転するリスクの評価 

エ 上記アからウまでを見込んだ総合的評価 

 

（３）選定結果 

特定事業の選定を行ったときは、その判断の結果を評価の内容と合わせ、市ホー

ムページで速やかに公表する。 

なお、事業の実施可能性についての客観的な評価の結果等に基づき特定事業の選

定を行わないこととした場合も、同様に公表する。 
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第２ 民間事業者の募集選定及び選定に関する事項 

 

１ 民間事業者の募集及び選定 

事業者の募集及び選定にあたっては、総合評価一般競争入札方式により行う。  

なお、本事業は平成 6年 4月 15 日にマラケシュで署名された政府調達に関する協定

（WTO 政府調達協定）の対象であり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（平成 7年政令第 372 号）が適用される。 

 

 

２ 民間事業者の募集及び選定のスケジュール（予定） 

民間事業者の募集及び選定のスケジュールは次のとおり予定している。 

令和 7年 2月 28 日（金） 実施方針及び要求水準書（案）の公表 

令和 7年 2月 28 日（金）から 

令和 7年 3月 7 日（金）まで 
要求水準書（案）に関連する資料の配布 

令和 7年 3月中旬 特定事業の選定の公表 

令和 7年 3月下旬 入札公告及び入札説明書等の公表 

令和 7年 3月下旬 要求水準書に関連する資料の配布 

令和 7年 4月 入札説明書等に関する質問の受付（第 1回） 

令和 7年 5月 入札説明書等に関する質問への回答（第 1 回） 

令和 7年 5月 参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付 

令和 7年 6月 参加資格結果の通知 

令和 7年 6月 入札説明書等に関する質問の受付（第 2回） 

令和 7年 7月 入札説明書等に関する質問への回答（第 2 回） 

令和 7年 7月 個別対話への参加受付 

令和 7年 7月 
市内スポーツ関連団体等の関係者に対する質問

の受付 

令和 7年 7月 個別対話の実施 

令和 7年 8月 
市内スポーツ関連団体等の関係者に対する質問

への回答 

令和 7年 9月 入札書類（入札書、技術提案書等）の受付 

令和 7年 11 月 開札 

令和 7年 11 月 落札者の決定及び公表 

令和 7年 12 月 基本協定の締結 

令和 8年 1月 特定事業契約の仮契約締結 

令和 8年 2月 特定事業契約の本契約締結 
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３ 民間事業者の募集手続等 

（１）要求水準書（案）に関連する資料の配布 

市は、要求水準書（案）に関連する資料として、次のとおり配布する。 

ア 配布期間 

令和 7年 2月 28 日（金）から令和 7年 3月 7日（金）17 時まで 

  市よりメールにて送付する。市窓口での配布は行わない。 

イ 提出方法 

配布を希望する者は、様式 1 に記入の上、E-mail に記入済みの同様式のファ

イル（押印後のものを PDF に変換）を添付並びにメールタイトルに「要求水準

書（案）に関連する資料の配布（企業名）」と明記して提出すること。提出者

は提出後、市に電話で受領確認を行うこと。 

添付ファイルも含めた E-mail の情報量が 20 メガバイト以内になるよう留意

すること。20メガバイトを超える場合は、提出前に市へ連絡すること。 

ウ 提出先 

後記第８.５を参照のこと。 

   エ 配布する参考資料 

資料番号 資料名称 

参考資料 1 敷地測量調査資料 

参考資料 2 土壌調査報告書 

参考資料 3 既存施設資料 

参考資料 4 江之島水泳場解体工事設計図 

参考資料 5 アスベスト調査報告書 

参考資料 6 地質調査報告書 

参考資料 7 基本設計図書 

参考資料 8 基本設計補足資料 

参考資料 9 既存施設維持管理仕様書等 

参考資料 10 年間施設利用状況資料 

参考資料 11 既存樹木位置図 

参考資料 12 公園工事内容の確認について 

参考資料 13 既存施設備品リスト 

オ その他 

上記の参考資料を応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、

この検討の範囲内であっても、市の了承を得ることなく、第三者に対してこれ

を使用させたり、又は内容を提示することを禁じる。不要になった場合は、速

やかに破棄することとする。 

 

  



 

13 

 

（２）特定事業の選定の公表 

PFI 法に準じた事業として実施することが適切であると認める場合、本事業を特

定事業として選定し、令和 7 年 3 月上旬に公表する。また、特定事業の選定を行わ

なかった場合も同様に公表する。 

 

（３）入札公告及び入札説明書等の公表 

令和 7年 3月下旬に入札公告及び入札説明書等を公表する。 

 

（４）入札公告及び入札説明書等の公表以降について 

入札公告及び入札説明書等の公表以降の手続等については、入札説明書にて示す。 
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４ 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

（１）入札参加者の構成 

ア 入札参加者は、統括管理企業、設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理

企業及び運営企業で構成されるものとし、必要に応じて、その他企業を含むこと

ができるものとする。 

イ 同一の企業が複数の業務を兼ねて実施することは可能である。ただし、施工業

務及び工事監理業務を同一の企業が兼ねることはできない。 

ウ 本事業を実施することと選定された入札参加者は、特定事業契約の仮契約締結

時までに会社法に定める株式会社として SPC を浜松市内に設立すること。 

エ 入札参加者のうち、SPC への出資を行う企業を構成員とし、SPC への出資を行わ

ない企業を協力企業とする。なお、統括管理企業、維持管理企業及び運営企業は

必ず構成員となること。 

オ 入札参加者の構成員及び協力企業は、原則として、他の入札参加者の構成員又

は協力企業になることはできない。また、入札参加者の構成員及び協力企業と資

本面若しくは人事面において関連がある者も、他の入札参加者の構成員又は協力

企業になることはできない。 

なお、「資本面若しくは人事面において関連がある者」とは、当該企業の発行

済株式総数の100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の 50

を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該

企業の役員を兼ねている者をいう（以下同じ）。 

カ 入札参加者は、構成員の中から代表企業を定めること。また、当該代表企業は、

SPC の唯一最大の出資者にもなるものとする。 

キ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出時に、入札参加者を構成する企業

は、代表企業、構成員又は協力企業のいずれかの立場であるかを明らかにするこ

と。 

 

（２）入札参加者の参加資格要件 

入札参加者は、下記ア及びイの参加資格要件を満たすこと。 

ア 共通 

参加資格確認日において、令和 7・8年度の市の入札参加有資格者名簿に登録さ

れている者であること。また、当該入札参加有資格者名簿に登録されていない者

においては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出期限までに資格審査の

申請を行い、当該入札参加有資格者名簿に登録された者であること。ただし、当

該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。 
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なお、業務別の入札参加資格は次のとおりとする。 

業務別 登録業種 

設計企業 建設工事関連業務委託 業種：建築関連コンサルタント 

建設企業 建設工事 業種：建築一式 

工事監理企業 建設工事関連業務委託 業種：建築関連コンサルタント 

維持管理企業 業務委託・賃貸借 業種：その他施設管理・運転業務委託 

運営企業 業務委託・賃貸借 業種：その他施設管理・運転業務委託 

その他企業 業務内容に応じた登録業種 

イ 業務別 

（ア）設計企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が設計企業と

なる場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満

たしていること。 

    ① 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事

務所の登録を行っていること。 

② 2009 年 4 月 1 日以降に契約履行が完了した、屋外のスポーツ施設（ただし、

サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、フィールドホッケー、野球

などの屋外競技に使用されるものとする。）でのグラウンド・コート整備に

係る基本設計又は実施設計業務（新設・新築に限る。）を元請（単独又は共

同企業体の代表構成員に限る。）として受託した実績を有していること。 

（イ）建設企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が建設企業と

なる場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満

たしていること。 

    ① 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3条第 1項の規定による建築一式工

事につき特定建設業の許可を受けていること。 

    ② 建設業法等に規定する技術者を配置できる者であること。また、配置する

技術者については、2009 年 4 月 1 日以降に④に掲げる工事の施工経験を有す

る者であること。なお、技術者は主任技術者又は監理技術者とすることとし、

参加表明書及び参加資格審査申請書類提出日以前に 3 か月以上の直接的かつ

恒常的な雇用関係があること。また、監理技術者については、監理技術者資

格者証を有する者で、監理技術者講習修了証明書の交付を受けている者であ

ること。 

    ③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（参加資格の確認基準日に

おいて有効であり、かつ最新のものに限る。）における「建築一式工事」に

かかる総合評定値が 900 点以上であること。  

④ 2009 年 4 月 1 日以降において、元請として完成・引渡しが完了したもので、

屋外のスポーツ施設（ただし、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボー

ル、フィールドホッケー、野球などの屋外競技に使用されるものとする。）
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を施工（新設・新築に限る。）した実績を有していること。なお、共同企業

体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上のものであること。 

（ウ）工事監理企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が工事監

理企業となる場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たし、他の者は①の

要件を満たしていること。 

    ① 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事

務所の登録を行っていること。 

② 2009 年 4 月 1 日以降に契約履行が完了した、屋外のスポーツ施設（ただし、

サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、フィールドホッケー、野球

などの屋外競技に使用されるものとする。）でのグラウンド・コート整備

（新設・新築に限る。）に係る工事監理業務を元請として受託した実績を有

していること。 

（エ）維持管理企業及び運営企業は、次の要件を満たしていること。 

① 浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第 3 条に該当しない

こと。 

② 過去 3年間に浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第 13 条

に規定する指定の取り消しを受けた団体でないこと。 

（オ）その他企業は、次の要件を満たしていること。 

① 業務内容に応じた業種について入札参加有資格者名簿に登録されている者

であること。なお、登録業種については、後記第８.５に E-mail で確認する

こと。 

 

（３）入札参加者の制限 

次に該当する者は、入札参加者となることはできない。 

ア PFI 法第 9条の規定に該当する者。 

イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者。 

ウ 市から入札参加停止を受けている者。 

エ 直近 2 年間の国税（法人税等）又は地方税（法人事業税、法人市民税等）を滞

納している者。また、正当な理由なくこれらの税に係る申告を行っていない者

又は正当な理由なく個人住民税の特別徴収を行っていない者。 

オ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ている者。（更生手続開始の決定を受けている者を除く。） 

カ 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをなし、

又は申立てがなされている者。（再生手続開始の決定がなされた場合を除く。） 

キ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は

申立てがなされている者。 
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ク 浜松市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領により入札排

除期間中である者。 

ケ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定

する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しな

い者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれ

らの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又

はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その

他の団体に該当する者。 

コ 暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者。 

サ 本事業に係るアドバイザリー業務を受託している者、当該アドバイザリー業務

を受託している者とアドバイザリー業務において提携関係にある者又はこれら

の者と資本面若しくは人事面において関連がある者。 

なお、本事業に関し、市のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者

は以下のとおりである。 

   株式会社三井住友トラスト基礎研究所 

   株式会社山下 PMC 

   森・濱田松本法律事務所 

シ 本件事業の評価を行う「（仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業における

浜松市 PFI 等審査委員会（以下「審査委員会」という。）」の委員及び当該委員

が所属する者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。 

なお、上記において、「資本面において関連のある者」とは、当該企業に出

資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の

役員を兼ねている者をいう。 

 

（４）参加資格の確認基準日及び参加資格の喪失 

参加資格の確認基準日は、参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出期間の最

終日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に、入札参加者が上記

要件を欠くような事態が生じた場合には、当該入札参加者は失格とする。 
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６ 審査及び選定に関する事項 

（１）（仮称）江之島ビーチコート整備・運営事業における浜松市 PFI 等審査委員会の設

置 

入札参加者から提出された提案については、学識経験者等で構成される審査委員

会において評価を行う。なお、本事業の落札者決定までの間に、本事業の審査及び

選定に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、審査委員会委員に

対して、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った

場合は失格とする。 

委 員 長  中野  民雄 （静岡文化芸術大学デザイン学部教授） 

副委員長  杉田  実良 （浜松市市民部スポーツ振興担当部長） 

委 員  荒木  秀  （株式会社アビータス代表取締役） 

委  員  石黒  えみ （亜細亜大学経営学部准教授） 

委  員  鈴木  秀司 （浜松市財務部長） 

 

（２）審査手順 

審査は、次の手順により行う。 

ア 参加資格審査 

市は、参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、参加資格要件の

具備を確認し、参加資格審査結果を入札参加者の代表企業に通知する。 

イ 提案審査 

あらかじめ設定した落札者決定基準に従い、審査委員会において総合評価によ

り入札書類の審査を行い、最優秀提案を選定し、市に提言する。 

 

（３）審査項目 

審査項目は、落札者決定基準に示すとおりとする。 

 

（４）落札者の決定 

市は、審査委員会の提言を受けて落札者を決定する。 

 

（５）審査の結果及び評価の公表 

審査の結果及び評価は、市ホームページにおいて公表する。 

 

（６）落札者を決定しない場合 

事業者の募集、審査及び選定において、入札参加者がない、又はいずれの入札参

加者の提案も公的財政負担の縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業を

PFI 法に準じて実施することが適当でないと判断された場合には、落札者を決定せ
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ず、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。 

 

 

７ 落札者決定後の契約手続等 

（１）基本協定の締結 

市は、落札者決定後速やかに、落札者との間で本事業の円滑な実施に必要な事項

を定めた基本協定を締結する。 

 

（２）SPC の設立 

ア  落札者は、特定事業契約の仮契約締結時までに本事業を実施する会社法に定め

る株式会社として、SPC を浜松市内において設立するものとする。 

イ  落札者の代表企業及び構成員は SPC へ出資することとし、SPC の出資比率の合

計は 100％とする。 

ウ  代表企業については、SPC に出資する全ての企業の中で最大出資比率となるよ

うにすること。 

エ  SPC の資本金は、1,500 万円以上とし、その後、本事業終了時までこれを維持

することとします。 

オ  SPC に出資する全ての企業は、事業契約が終了するまで SPC の株式を保有し続

けるものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等

の設定その他の一切の処分を行うことはできない。 

 

（３）特定事業契約の締結 

市は、落札者及び落札者が設立する SPC と基本契約、建設事業者と建設工事（設

計・施工一括）請負契約、SPC と維持管理・運営業務委託契約について、各々の仮

契約を締結する。  

各々の仮契約は、建設工事（設計・施工一括）請負契約及び指定管理者の指定に

関する議案が市議会の議決を得ることにより各々正式の本契約となる。なお、この

議会において、本事業に関する公の施設の設置条例の改定に関する議案を併せて提

出することを予定している。 
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第３ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 

１ 基本的な考え方 

本事業における責任分担の考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担することに

より、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本事業の設計・建設

及び維持管理・運営等の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、市が

責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものとする。 

 

 

２ 予想されるリスクと責任分担 

予想されるリスク及び市と事業者の責任分担の程度や具体的な内容については、原

則として別紙 2 に定めるとおりとし、具体的な事項については特定事業契約に定める

ものとする。 

 

 

３ 事業の実施状況のモニタリング 

（１）モニタリングの実施 

市は、事業者が定められた業務を確実に遂行し、要求水準書（案）及びその添付

資料に規定された水準並びに技術提案書において事業者が提案した水準を達成して

いるか否かを確認すべく、本事業の実施状況についてモニタリングを実施するもの

とする。 

 

（２）モニタリングの方法 

モニタリングの具体的な方法は、入札公告時に示すモニタリング基本計画（案）

を参照することとするが、詳細な実施方法については、契約締結後に市と事業者と

が協議を行い決定するものとする。 

 

（３）モニタリングの費用 

モニタリングの実施のために市に発生する費用は、市の負担とする。その他の費

用（セルフモニタリングに要する費用等）は事業者の負担とする。 

 

（４）サービス対価の減額等 

モニタリングの結果、要求水準が満たされていない場合、市は、事業者に対する

支払額を減額若しくは支払停止することがある。減額の考え方については、入札公

告時に示すモニタリング基本計画（案）を参照すること。  
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第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

１ 立地に関する事項 

項目 内容 

所在地 【 地 番 】浜松市中央区江之島町 1197（別紙 3 参照） 

敷地面積 当該敷地：54,277.80 ㎡ 

地域・地区 

都市計画区域：市街化調整区域 

用途地域：指定なし 

防火地域：指定なし 

その他地区・地域：法 22 条区域、遠州灘海浜公園（都市公園）地内 

指定建ぺい率 60％（+10％）※角地適用 

指定容積率 200％ ※緩和規定等については、個別に行政確認を行うこと 

日影規制 4 時間／2.5 時間 測定面 4m 

都市公園法 

関連 

・建ぺい率：12％ 

（公園施設は 2%、休養施設、運動施設又は教養施設は 10％） 

・運動施設率：50％ 

※適用基準は、遠州灘海浜公園 江之島地区の敷地面積による 

道路 

東側：江之島 101 号線  幅員：7.30m（接道） 

南側：江之島 48 号線   幅員：7.30m（接道） 

西側：江之島 22 号線   幅員：3.70m 

上下水道 

上水道：（南敷地）敷地南側の既存引込管 100 ㎜・75 ㎜ 

    （北敷地）敷地東側の給水本管 150φ 

下水道（汚水）：南側、東側の既存下水本管に接続 

※南敷地 3箇所、北敷地 1箇所の公設桝（新設・既存・更新） 

   （雨水）：下水接続不可・暗渠排水に放流（既存） 

※園内車路を挟んで南北の２区域で、各区域で雨水排水を行う。 

電気 既存引込柱を利用（6,600V 1 回線受電） 

ガス プロパンガス 

地盤・現況 【参考資料 6 地質調査報告書】参照 

その他 

・静岡県建築基準条例 

・浜松市火災予防条例 

・浜松市興行場法施行条例 

・浜松市景観条例 

・浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例 

・静岡県福祉のまちづくり条例 

・浜松市都市公園条例 

・その他関連条例 
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２ 施設内容と規模に関する事項 

本施設の計画内容は、下表のとおりとする。 

東コート及び西コート 1、2の各競技コートの数、規格は下表の内容を満たすものと

する。管理棟の施設規模、階数、棟数は、事業者の提案内容による施設規模の設定を

妨げるものではない。また、配置機能、諸室等を含めて、利用者の利便性や経済合理

性等を考慮して、事業者の提案によるものとする。 

施設 内容 

東コート 

・ 各競技における国際大会開催基準を満たすよう整備す

ること。 

・ 以下の競技コート数（面積※）を満足すること。 

【大会・日常時】 

ビーチバレー   ：6面（1面あたり 18.0m×26.0m） 

ビーチサッカー  ：2面（1面あたり 32.0m×42.5m） 

ビーチハンドボール：3面（1面あたり 18.0m×33.0m） 

ビーチラグビー  ：2面（1面あたり 29.0m×60.0m） 

ビーチテニス   ：6面（1面あたり 14.0m×22.0m） 

※各競技コート 1 面あたりの寸法には外周部の安全幅

（フリーゾーン）を含む。 

※隣接するコート間は 3ｍ以上間隔を確保。 

・ 席数：西コート周囲の観客席と合わせて 1,000 席以上

（詳細は要求水準書（案）を参照） 

※国際大会時は、大会時に整備する仮設観客席により

3,000 席以上確保。 

西コート 1 

（西コート 2も同様） 

・ 以下の競技コート数（面積※）を満足すること。 

【大会時】 

ビーチバレー   ：4面（1面あたり 18.0m×26.0m） 

ビーチサッカー  ：1面（1面あたり 32.0m×42.5m） 

ビーチハンドボール：2面（1面あたり 18.0m×33.0m） 

ビーチラグビー  ：1面（1面あたり 29.0m×60.0m） 

ビーチテニス   ：4面（1面あたり 14.0m×22.0m） 

※各競技コート 1 面あたりの寸法には外周部の安全幅

（フリーゾーン）を含む。 

※隣接するコート間は 3ｍ以上間隔を確保。 

【日常時】 

ビーチバレー   ：4面（1面あたり 18.0m×26.0m） 

ビーチサッカー  ：2面（1面あたり 32.0m×42.5m） 

ビーチハンドボール：2面（1面あたり 18.0m×33.0m） 

ビーチラグビー  ：1面（1面あたり 29.0m×60.0m） 

ビーチテニス   ：4面（1面あたり 14.0m×22.0m） 

※各競技コート 1 面あたりの寸法には外周部の安全幅

（フリーゾーン）を含む。 

※ビーチサッカーコートの長辺を東西方向に整備する

ことも可。 

・ 席数：東コート周囲の観客席と合わせて 1,000 席以上 

（詳細は要求水準書（案）を参照） 
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施設 内容 

管理棟 
・ 約 1,100 ㎡程度 

・ 諸室は、要求水準書（案）別紙 1「諸室リスト」参照 

駐車場 1、管理用 ・ 130 台程度 

駐車場 2 

（アーチェリー場利用

者駐車場を含む） 

・ 既存台数を確保 

アーチェリー場 

（既存施設） 

・ 約 1,638 ㎡ 

・ 射距離 70m、60m、50m、30m、18m 

・ 標的 8個 

多目的広場 

（イベント広場・アー

バ ン ス ポ ー ツ エ リ

ア） 

・ 利便性やにぎわい創出を考慮した計画 

・ 園路、水景施設、ベンチ、水飲み場等 

その他施設 ・ 東屋 約 9㎡×1 棟、トイレ棟 約 6㎡×2棟 

 

 

３ 既存施設に関する事項 

施設名称 施設 
構造・ 

階数・ 

建築面積 

（㎡） 

延べ面積 

（㎡） 
備考 

水泳場 

［閉鎖中］ 

50m、飛込プール、 

観覧席 

PC＋RC 造・

2 階 
5,753.56 2,567.82 

先行 

解体 

附帯施設 
チケットブース、 

ボイラー室 

CB、RC 造・

平屋 
52.8 42.26 

先行 

解体 

旧アーチェリー

場［閉鎖中］ 
上屋、付属棟 S 造・平屋 46.3 46.3 

先行 

解体 

児童プール 

［閉鎖中］ 
25m、遊戯プール アルミ造等 ― ― 

先行 

解体 

附属施設 
給水塔(15m)、 

機械室、配管等 

RC 造・ 

FRP 製等 
― ― 

先行 

解体 

ビーチコート 
管理棟、更衣室、 

トイレ、コート 
― 

施設面積 

1,600 ㎡ 
― 解体 

アーチェリー場 標的、照明等 ― 
施設面積 

1,638 ㎡ 
― 

既存 

利用 

その他施設 東屋、公衆トイレ等 ― ― ― 解体 

 

 

４ その他 

旧浜松市南部清掃工場（閉鎖中）については、市が令和 8 年度末までに解体工事に着手す

る予定である。景観など周辺環境の変化に留意すること。  
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第５ 特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

 

１ 基本的な考え方 

特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は、誠意をもって協議

するものとし、協議が整わない場合は、法令及び特定事業契約に規定する具体的な措

置に従う。 

 

 

２ 管轄裁判所の指定 

特定事業契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を合意による第一審の専属

管轄裁判所とする。 
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第６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

 

１ 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

（１）事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事

由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は、事業者に対して、改善勧告

を行い、一定期間内に改善策の提出及び実施を求めることができる。事業者が当該

期間内に改善をすることができなかったときは、市は、サービス対価の減額又は支

払停止措置を取ること、又は特定事業契約を解約することができる。 

 

（２）事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契

約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、市は特定事業契約

を解約することができる。 

 

（３）上記（１）又は（２）の規定により、市が特定事業契約を解約した場合、事業者

は、市に生じた損害を賠償しなければならない。 

 

 

２ 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

（１）市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場

合、事業者は特定事業契約を解約することができるものとする。 

 

（２）上記（１）の規定により事業者が特定事業契約を解約した場合、市は、事業者に

生じた損害を賠償するものとする。 

 

 

３ 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が

困難となった場合、市及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。 

なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によ

るその旨の通知をすることにより、市及び事業者は、特定事業契約を解約することが

できるものとする。 
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第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

 １ 法制上及び税制上の措置に関する事項 

事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措

置が適用されることとなる場合は、市と事業者で協議することとする。 

なお、現時点では、本事業について、事業者への法制上及び税制上の措置等は想定

していない。 

 

 

 ２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 

事業者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができ

る可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努める

ものとする。 

なお、現時点では、本事業について、事業者への財政上及び金融上の支援は想定し

ていない。また、市は、事業者に対する出資、保証等の支援は行わない。 

 

 

 ３ その他提案に伴う費用負担 

市は、事業者が本事業を実施するに当たって必要となる許認可等に関して、必要に

応じて協力する。 

法令の改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市と事業

者で協議することとする。 
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第８ その他事業の実施に関し必要な事項 

 

 １ 市議会の議決 

（１）債務負担行為の設定に関する議案については、令和 7 年第 1 回市議会定例会（2

月）に提出する予定である。 

 

（２）建設工事（設計・施工一括）請負契約の締結に関する議案については、令和 8 年

第 1回市議会定例会（2月）に提出する予定である。 

 

（３）公の施設の設置管理条例に関する議案及び指定管理者の指定に関する議案を令和

8年第 1回市議会定例会（2月）に提出する予定である。 

 

 

 ２ 情報提供 

本事業に関する情報提供は、適宜、市ホームページなどを通じて行う。 

 

 

 ３ 応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。 

 

 

 ４ ネーミングライツ導入の可能性 

市では今後、新たな財源の確保、施設の良好な管理運営、事業者の広告活動機会拡

大を目的に、ネーミングライツ（市の施設等に通称を命名する権利）の導入を積極的

に行っていく方針である。本施設においても、指定管理期間中にネーミングライツ導

入の可能性がある。 

 

 

 ５ 問合せ先 

浜松市市民部スポーツ振興課 

住所   〒430-8652 静岡県浜松市中央区元城町 103-2 

電話   053-457-2421 

FAX     050-3730-1391 

E-mail  sports＠city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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別紙１ 事業方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市 

設計企業 

建設企業 

工事監理企業 

維持管理企業 

運営企業 

その他企業 

建設事業者 

特定事業契約 

 
 

基本契約 
 
 

基本契約に基づく 
建設工事（設計・

施工一括） 
請負契約 

入札参加者 

 
基本協定 

 

運営事業者 
（SPC） 

基本契約に基づく 
維持管理・運営 
業務委託契約 

連携 

協力 

調整 

市内スポーツ 
関連団体等 

 
（大会等の誘致・開催 

及び運営） 

出資（必須） 

出資（必須） 

出資（任意） 

配当 

配当 

配当 

選定事業者 

出資（任意） 

出資（任意） 

出資（任意） 

配当 

配当 

配当 

統括管理企業 
出資（必須） 

配当 
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別紙２ リスク分担（案） 

リスク負担者 ●…主負担 ▲従負担・一部負担 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
リスクの負担者 

市 事業者 

応募 入札説明書等

リスク 

入札説明書等本事業に関し公表した情報の瑕

疵に関するもの 
●  

応募費用リス

ク 

応募費用に関するもの 
 ● 

契約リスク 市の帰責事由による契約締結の遅延・中止 ●  

事業者の帰責事由による契約締結の遅延・中

止 
 ● 

議会の議決を得られないことによる契約締結

の遅延・中止 
● ● 

共通 法令等リスク 本事業に係る根拠法令等の変更及び新設によ

るもので、事業に類型的又は特別に影響を及

ぼすもの 

●  

上記以外のもの  ● 

税制度リスク 本事業に係る根拠法令等の変更及び新設によ

るもので、事業に類型的又は特別に影響を及

ぼすもの 

●  

上記以外のもの  ● 

政策変更リス

ク 

市の政策変更による事業変更・中断・中止 
●  

第三者賠償リ

スク 

事業者の帰責事由により第三者に損害を与え

た場合 
 ● 

市の帰責事由により第三者に損害を与えた場

合 
●  

物価変動リス

ク 

設計・建設段階の物価の変動で一定の範囲内

のもの 
 ● 

設計・建設段階の物価の変動で一定の範囲外

のもの 
●  

維持管理・運営段階の物価の変動で一定の範

囲内のもの 
 ● 

維持管理・運営段階の物価の変動で一定の範

囲外のもの 
●  

需要変動リス

ク 

施設利用者の増減に関するもの  ● 

ビーチスポーツブランド創出業務及び施設機

能有効活用業務に関するもの 
 ● 

住民対応リス

ク 

施設の存在や事業内容等、事業そのものに関

する住民反対運動、訴訟、要望等に関するも

の 

●  

事業者が担当する業務に起因するもの  ● 

環境問題リス

ク 

事業者が担当する業務に起因する環境問題

（騒音、振動、臭気、有害物質の排出など）

によるもの 

 ● 
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リスク負担者 ●…主負担 ▲従負担・一部負担 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
リスクの負担者 

市 事業者 

 不可抗力リス

ク 

豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴

火、地震、津波その他の自然災害又は戦争、

暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為

的な現象の うち、市及び民間のいずれの責め

にも帰すことのできない事象で、市又は民間

によっても予見し得ず、若しくは予見できて

もその損失、損害又は障害発生の防止手段を

合理的に期待できないもの 

● ▲ 

設計 

・ 

建設 

用地リスク 事業用地等の確保の遅れ、事業用地等の変更

により事業に影響を与えた場合 
●  

予見不能な地中障害物や埋蔵文化財が発見さ

れるなどにより事業に影響を与えた場合 
●  

工事に要する資材置き場や進入路の確保に関

するもの 
 ● 

測量・調査リ

スク 

市が実施した測量・調査に関するもの ●  

事業者が実施した測量・調査に関するもの  ● 

設計変更リス

ク 

市の要望により設計条件の変更等を行う場合 ●  

設計の誤りなど事業者に起因する不備・変更

によるもの 
 ● 

工事遅延リス

ク 

市の指示等の市帰責事由による工事の遅延 ●  

資機材調達、工程管理等の民間帰責事由によ

る工事の遅延 
 ● 

性能リスク 工事完了後、市の検査で要求水準の不適合が

発見した場合 
 ● 

工事監理リス

ク 

施工監理の不備により工事内容、工期などに

不具合が発生した場合 
 ● 

維持 

管理 

・ 

運営 

要求水準未達

リスク 

維持管理・運営業務の内容が要求水準を満た

さない場合 
 ● 

施設・設備損

傷リスク 

施設・設備の劣化等に対して適切な措置がと

られなかったことによるもの 
 ● 

事業者の帰責事由によらない事故等によるも

の 
●  

第三者による施設の損傷等 ●  

事業内容の変

更リスク 

業務内容や用途の変更等、市の帰責事由によ

る事業内容の変更に関するもの 
●  

事業者の帰責事由による事業内容の変更に関

するもの 
 ● 

その他 債務不履行リ

スク 

市の帰責事由に起因する事業の中止・延期 ●  

市の帰責事由によるサービス対価等の支払い

の遅延・不能 
●  

事業者の帰責事由による事業の延期・中止  ● 

技術革新リス

ク 

事業期間中の技術革新により、施設・設備の

改良又は更新が必要となる場合 
 ● 
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リスク負担者 ●…主負担 ▲従負担・一部負担 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
リスクの負担者 

市 事業者 

 事業期間終了

時の性能リス

ク 

事業期間終了時における施設・設備の要求水

準の確保 
 ● 
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別紙３ 事業予定地 

 

■事業予定地の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在の江之島ビーチコート 

 

 

 

 

 

 

  

対象地

JR浜松駅

約5㎞

天竜川
馬込川

中田島
砂丘

遠州灘
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■新たな（仮称）江之島ビーチコート（遠州灘海浜公園江之島地区整備 基本設計より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

※赤枠：園内車路南側敷地（設計・施工対象範囲） 

東コート 

メインスタンドの整備は不

要だが、将来的に、メイン

スタンド等の整備を見据え

た施設配置の検討は必要 

旧浜松市南部清掃工場

（閉鎖中）は令和 8 年

度末までに解体工事に

着手する予定 


